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○ 令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（令和2年法律
第40号）のうち、令和6年10月1日施行の改正事項は「被用者保険の適用拡大」に係る企業規模要件の拡大。

１．改正の概要

＜短時間労働者の適用拡大＞
短時間労働者の適用事業所（特定適用事業所）の企業規模要件を、被保険者数「常時100人超」から
「常時50人超」に拡大。

施行年月日 平成28年10月1日 令和4年10月1日 令和6年10月1日

企業規模 500人超 100人超 50人超

➤ 事業主が同一である１又は２以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、１年間
のうち６月間以上50人を超えることが見込まれる場合を「常時50人を超える」として取り扱う。
（令和6年8月21日保保発0821第1号・年管管発0821第3号「「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務
の取扱いについて」の一部改正について」）
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２．日本年金機構における取組

（１）対象事業所に対する制度周知等
○ 新たに適用拡大の対象となる可能性のある約54,000事業所に対し、令和5年10月から令和6年８月にかけて
年金事務所職員が訪問し、制度周知を実施。
※ 短時間労働者の適用拡大に係る適用事業所調査等に対応するために必要な人員（814人）を確保し、
体制を拡充。

○ 新たに適用拡大の対象となる可能性のある事業所に対し、改正内容や従業員の加入に向けた準備等を周知する
ためのリーフレット等（ダイレクト便）を送付。

送付時期 送付内容 送付事業所

令和5年12月 社会保険適用拡大ガイドブック、従業員向けリーフレット、
専門家活用支援事業リーフレット等を送付

51,544件

令和6年4月 2,828件

令和6年7月 社会保険適用拡大の手引き、社会保険加入のメリット、
社会保険加入に関するＱＡ集等を送付 50,838件

○ 法施行時に特定適用事業所に該当する事業所又は該当する可能性のある事業所に対し、令和6年9月上旬に、
以下のお知らせを送付。
・ 令和6年8月時点で、法施行時に特定適用事業所に該当することが確認できた事業所に対し、「特定適用事業
所該当事前のお知らせ」を送付。

・ 令和6年8月時点で、法施行時に特定適用事業所に該当する可能性のある事業所に対し、「特定適用事業所に
関する重要なお知らせ」を送付。

○ 特定適用事業所に該当した事業所に対しては、令和6年10月以降毎月「特定適用事業所該当通知書」を送付。
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２．日本年金機構における取組

（２）広報
○ 事業主に送付する算定基礎届に改正内容に係るリーフレットを同封【令和5年6月、令和6年6月】
○ 納入告知書の同封チラシ「日本年金機構からのお知らせ」に改正内容を記載【令和5年6月、10月及び令和6年1月、3月、

5月、6月、７月、８月、９月】
○ 事業所における説明会に専門家（社会保険労務士等）を派遣する専門家活用支援事業を実施【令和3年5月～】
○ 日本年金機構ホームページに設置している制度改正専用ページに、必要となる手続きや加入メリットを掲載【令和6年8月】
○ 適用拡大に係るインターネット広告を実施【令和5年11月、令和6年9月～令和7年1月】
○ 日本年金機構公式Ｘ（旧Twitter）で改正内容を配信【令和5年7月、11月及び令和6年2月、3月、4月、7月、8月】
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（３）対象事業所に対する事業所調査
○ 令和6年10月に適用拡大の対象となった約50,000事業所に対し、令和7年度までに事業所調査を実施。

※ 令和6年度下期の調査目標は約35,000事業所。



２．日本年金機構における取組
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＜主な取組＞

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ～ 3月 4月 ～

訪問による制度周知

ダイレクト便の送付

特定適用事業所該当
事前のお知らせ
（6カ月該当）
特定適用事業所に関
する重要なお知らせ
（5カ月該当）

算定基礎届にリーフ
レット同封

日本年金機構からの
お知らせ

専門家活用支援事業

インターネット広告

対象事業所に対する事業所調査

令和7年度
内容

対象事業所に
対する周知

事業所・従業員
に対する周知

令和5年度 令和6年度

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

送
付

年金事務所職員の訪問による制度周知

事業所調査

専門家活用支援事業の実施（令和３年5月～）

施行

広告広告



【参考】短時間労働者の適用拡大 ＜特定適用事業所該当事前のお知らせ同封リーフレット＞
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【参考】短時間労働者の適用拡大 ＜特定適用事業所該当通知書同封リーフレット＞
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